
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

参
議
院
経
済
産
業
委
員
会

競
輪
及
び
オ
ー
ト
レ
ー
ス
は
他
の
娯
楽
・
レ
ジ
ャ
ー
と
の
厳
し
い
競
争
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
イ
ン
ド

を
持
っ
て
事
業
運
営
の
合
理
化
・
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の

諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

日
本
自
転
車
振
興
会
及
び
日
本
小
型
自
動
車
振
興
会
の
公
益
法
人
化
及
び
統
合
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か

し
、
徹
底
し
た
組
織
の
効
率
化
及
び
透
明
性
の
高
い
助
成
事
業
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

二

競
輪
及
び
オ
ー
ト
レ
ー
ス
の
施
行
者
の
厳
し
い
経
営
状
況
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
事
業
か
ら
の
撤
退
が
そ
の
従
業
員
や
地
域

経
済
に
及
ぼ
す
影
響
に
鑑
み
、
従
業
員
並
び
に
関
係
業
者
の
雇
用
確
保
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
魅
力
あ
る
レ
ー
ス
の
実
現
に
よ

る
フ
ァ
ン
層
の
拡
大
な
ど
実
効
性
の
高
い
事
業
活
性
化
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
施
行
者
の
自
助
努
力
に
対
し
て
必
要
な
支
援

を
行
う
こ
と
。
な
お
、
競
輪
及
び
オ
ー
ト
レ
ー
ス
の
将
来
的
な
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
の
公
営
ギ
ャ
ン
ブ

ル
関
連
事
業
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
調
査
研
究
を
進
め
る
こ
と
。

、

。

、

三

施
行
者
の
事
業
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め

各
振
興
会
へ
の
交
付
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
十
分
検
討
す
る
こ
と

な
お

、

、

事
業
活
性
化
策
が
講
じ
ら
れ
て
も
経
営
安
定
化
が
図
ら
れ
ず

事
業
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
施
行
者
に
対
し
て
は

適
切
な
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


